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 　   『安全･安心な施工』と『快適な職場環境』は､企業が果たすべき

　　　社会的責任である。当社は『安全第一主義の徹底』を掲げ、労働

 　　 安全衛生管理の徹底を図ることで、働く人々が安心できる安全衛

 　　 生環境の向上と整備に全力を挙げて取り組みます｡

  １．『休業災害ゼロ』の達成

　　  『不休災害10件未満』の達成
 　 安全第一主義の徹底を基本理念とし、休業災害ゼロ・不休災害10件未満

　　を目指す。

  ２． 安全衛生水準の向上
 　 安全衛生教育、安全パトロ－ルの強化等により、安全衛生の質

  　の向上を図る。

  ３．『快適な職場環境』の実現
  　安全・安心・環境・健康の向上に努め、快適な職場環境の実現

  　を目指す。

安 全 衛 生 方 針

休 業 災 害 ゼ ロ

　２０２６年１月１日

安 全 目 標

不休災害　10件未満

社 長
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　皆さん、お疲れ様です。

　昨年は、災害件数の非常に多い年でした。また、

大事には至りませんでしたがボヤが1件あり、ひとつ間

違えれば、社会的な責任を負い、会社の信用を大き

く失墜する事態にもなりかねませんでした。という

ことで、大成設備の安全スローガンでもある「まず

確認」を改めて掲げています。さらに、今年は、安

全目標に「休業災害ゼロ」に、「不休災害10件未満」を

加えました。私たちは建設業界で活動しているた

め、他の産業に比べ安全リスクが大きいです。「災害

ゼロ」を達成するためには、泥臭い地道な活動の繰

り返しが必要です。

現場で働く皆さんは、以下の4点を徹底してください。

●　やるべきことは必ずやる、やってはいけないことは絶対やらない

　　基本的なことです。しかし、これができていなくて労働災害につながる事例があります。

　　何でもないような当たり前のことを徹底的に行う。

●　安全な作業手順の作成と周知

どんな些細な作業でも作業手順書が必要です。作成した作業手順書は、作業される全員

　　に周知徹底し実行する。

●　安全な作業環境の確保

　　安全な環境を確保するために、不良な設備や危険な条件など、何か問題やリスクを見つ

　　けたら、すぐに職長や当社社員に報告し改善する。

●　現地KYの充実を図り、「まず確認」を徹底する
　　KY（危険予知）活動は、労働災害防止の1つの方策として作業所では浸透しており、重

　　要な安全活動になっています。しかし毎日のこととなると、マンネリ化になる傾向があ

　　ります。「今日の作業にはどのようなリスクがあるか」、だから「私たちはどうするの

　　か」を仲間に認識させ実行する。

安全に近道はありません。事故や災害を減らすカギは、現場で働く一人一人の安全意識を高

めることにあります。そのために送り出し教育を含めた安全教育とパトロールを繰返し根気

よく行ってください。

　 ・・・   『 ご安全に 』

『 社長メッセ－ジ 』　

『 まず確認 』

2026年1月

大成設備株式会社

社長　田行　啓一
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　　〔1〕 安全衛生方針及び ・「安全衛生管理実施計画」を策定し周知する ・「支店安全衛生管理計画書」を策定する ・支店安全衛生管理計画を基に「作業所安全衛生管理計画書」を策定し、作業所安全衛生
　　　　 　　        安全衛生管理計画 　 ・安全大会、安全推進大会を開催し安全衛生管理活動を啓蒙する（2回/年） 　管理を実施する

・専門工事業者・社員に「支店安全衛生管理計画書」を周知する ・専門工事業者の「作業所安全衛生管理計画書」立案を指導する

　　〔2〕 安全衛生管理体制 ・本社安全衛生管理体制を確立する ・安全衛生責任者を早期に任命し、現場の組織を編成させる ・作業所の安全衛生管理体制を早期に確立し、指揮命令系統を明確にする
・重点危険作業、危険作業を策定する ・重点危険作業、危険作業の作業計画書を審査し、危険ポイントに対する具体的な ・作業計画時に重点危険作業、危険作業を洗い出し、基本管理フロー図に則り「作業計画書」

　指示事項及び指揮命令系統を確認、指導する 　を作成し支店の審査・承認を受け、周知会を実施の上作業を開始する

　　〔3〕 施工体制台帳・安全衛生関係書類 ・施工体制台帳、安全関係書類のIT化及び ・施工体制台帳、安全衛生管理書類の早期作成を指導する ・作業所入場前に施工体制台帳、安全関係書類を整備し、日常の安全点検を実施する
　マニュアルを整備する ・グリ－ンサイト等を活用した安全管理を推進する ・グリ－ンサイト・ワークサイト等を活用した安全管理を行い、管理業務の効率化を図る

　　〔1〕 安全衛生教育 ・1年〜3年次及び6年次生社員の安全教育を実施する ・職長・安全衛生責任者教育及び再教育を受講させる（6年次生は4年目で受講させる） ・職長・安全衛生責任者は教育修了者を配置させる （1次専門工事業者以降すべて）
　➢　1年次・・・　雇入れ時、作業所送り出し教育 ・作業所長又は元請現場代理人に統括安全衛生責任者講習を受講させる ・元請工事の現場代理人は統括安全衛生責任者講習を受講していることを確認する
　➢　2年次・・・　職長・安全衛生責任者教育 ・技能講習（酸欠・硫化水素危険作業主任者、有機溶剤作業主任者、石綿作業
　➢　3年次・・・　安全管理向上教育
　➢　6年次・・・　職長・安全衛生責任者教育（再）

・一人親方に対する安全教育、資格、特別加入保険、指揮命令確認の指導を行う

　　〔2〕 送り出し教育と新規入場者教育 ・｢大成設備送り出し教育2026｣テキストおよび ・作業所員は「大成設備送り出し教育」を受講し、専門工事業者に当社ルール等の指導を行う
　動画を配信する 　(1回/年、1～2月)

・事業主に技能者への「大成設備送り出し教育」を実施させる(2回/年、1～2月・7月) ・作業所入場前に「大成設備送り出し教育」済を確認し、未受講者は作業所で教育する
・1次専門工事事業主に再下請負業者事業主に対して「大成設備送り出し教育」の実施 ・2次以降の再下請負業者の技能者が「大成設備送り出し教育」を受講しているか確認する
　をする様指導する
・新規入場者教育の実施と教育内容の充実化を指導する ・作業所に合った「新規入場者教育実施記録（S681）」を作成し、作業所のルールと安全心得

　及び大成設備の安全衛生、品質重要事項を周知する
・大成設備送り出し教育実施状況を配信する(月1回) ・安全部フォルダの教育実施検索ファイルより、未受講がないことを確認する

・派遣社員が新たに入場する際、事業主送り出し教育を受講しているか確認する

　　〔3〕 安全パトロール ・安全部パトロ－ルを実施する（60回/年以上） ・安全パトロールを実施する（各作業所 1回/月） ・専門工事業者事業主パトロールの実施（1回/月以上）を指導する
・支店長、工事部長は現場パトロール、現場巡視を行い若手社員、派遣社員、若年作 ・場内巡視を実施し、不安全行動、不安全状態の排除する
　業員の安全教育の強化を図る ・現場巡視を活用し若年社員、派遣社員に安全教育を実施する

　　〔4〕 作業計画書（手順書）とＫＹ活動 ・作業計画書を審査する ・リスクアセスメントを取り入れた作業計画書、手順書の作成及び安全対策の指導
    「深さ2m以上の掘削作業」他 　を行う
・現地KY活動の充実化 ・「現地で」、「現物を」、「現実に」 見ながら、現地を確認するKY活動を推進する ・現地KYは作業所員が立会い、「まず確認」を合言葉に危険箇所を確認しあう
　　「まず確認」による危険予知活動を推進する ・慣れやマンネリによる形骸化を防止する現地KYを指導する

　　〔5〕 安全関連情報の伝達 ・安全衛生情報のタイムリ－な配信をする ・支店会議で安全衛生に関する連絡事項、災害事例、ﾋﾔﾘﾊｯﾄ事例等を説明し、 ・支店からの伝達事項を朝礼、KY、安全打合せ等で作業所関係者に伝達する
　　　　・社内会議、社内研修 　（災害速報、法改正、社内安全書類改定他） 　安全意識を高める指導を行う ・災害防止協議会(ミニ災防協)を開催し、安全伝達事項、工程及び重点・危険作業の確認と
　　　　・災害防止協議会（ミニ災防協） ・災害事例、ﾋﾔﾘﾊｯﾄ事例を配信する（1回/月） ・災害防止協議会(ミニ災防協)の開催を指導する (各作業所 1回/月) 　現場巡視による指導を行う  (各作業所 1回/月)
　　　　・協力会会員サイト ・協力会会員サイトで安全情報を配信する ・協力会会員サイトの活用推進を図り、タイムリ－な安全情報等の共有を行う

　　〔1〕 健康と環境に配慮した職場づくり ・健康確保対策を推進する ・過重労働防止と就労管理による作業所支援体制を強化する ・適正な工期の調整と4週8休を達成する作業所体制を実践する
　（過重労働、メンタルヘルス、産業保健活動） ・疲労蓄積等によるヒュ－マンエラ－防止と健康管理の徹底を図る

・定期健康診断の実施と有所見者に対するフォローを実施する ・専門工事者事業主に定期健診の有所見者に対する確認と適正配置を指導する
・化学物質等による健康障害防止対策を推進する ・作業環境の整備（石綿・溶接ﾋｭ-ﾑ・騒音・粉じんの除去・照度の確保）を指導する ・石綿ばく露及び化学物質、アーク溶接作業による健康障害防止の徹底を図る
　（化学物質、石綿、粉じん、騒音等） ・改修、解体工事は建築物石綿含有建材調査者(工作物含む)による事前調査を実施する ・調査結果に基づき適切に石綿ばく露防止対策を講じる

・支店で化学物質管理者を選任し、化学物質の取扱いに対して指導する ・化学物質のﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ記録票を活用した周知と掲示・保存の指導を行う
・ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄの結果、保護具の着用が必要な場合は保護具着用管理責任者を選任する

・高齢労働者等に対する適正配置を推進する:60歳以上 ・事業主には高齢労働者等に対して適正配置の重要性を指導する ・高齢労働者の加齢による心身機能の低下及び若年者、未熟練者、健康診断有所見者に
　対して適正配置を説明し周知する

　　〔2〕 熱中症に配慮した職場管理 ・「熱中症予防教育」の実施を推進する ・熱中症予防準備期間（4月）と重点取組期間（7月）に熱中症予防教育を実施する ・厚労省の熱中症予防対策ポータルサイト及び講習動画を活用して教育を行う
　(資料・ポスターの配信、安全パトロールによる指導) ・暑さ指数（WBGT値）に応じた熱中症予防対策の実施事項を周知する ・作業場所ごとに暑さ指数（WBGT)を測定し作業内容・作業時間・休憩時間について適切な対応を行う

・熱中症の症状を感じたら速やかに病院で診察を受けることを社員・事業主に指導する ・体調不良を感じたら速やかに報告させる作業所体制をつくる

　　〔3〕 人材確保・育成に向けた環境整備 ・建設キャリアアップシステム（CCUS)を推進する ・専門工事業者に建設キャリアアップシステムの登録を指導する （事業者・技能者） ・専門工事業者に建設キャリアアップシステムの登録を指導する （事業者・技能者）
　（事業者・技能者登録、就業履歴蓄積他） ・技能者の就業履歴蓄積率の向上を指導する （元請・下請工事） ・作業所にカードリ－ダ－等を設置し、技能者の就業履歴を蓄積する （元請工事）

安全課長

工事部長

工事部長

・支店安全担当者は定期的に受講状況（未受講）を確認し、事業主へ指導する

安全課長

工事部長

安全課長

工事部長

安全課長

安全課長

安全課長

安全課長

・安全課長

工事部長

・派遣社員に対する派遣元の事業主送り出し教育を実施する様指導する

　安全衛生方針３．      快適な職場環境づくり

支店長

支店長

・現地KY時に災害事例（ビジュアルシ－ト）等を活用し、危険に対する安全意識を高める

支店長・

工事部長

工事部長

・リスクアセスメントにより危険を予測し、作業におけるステップごとに急所を明確にした
 手順書を作成し、関係者全員に周知する

安全課長

安全課長

安全課長

工事部長

　支店長

・工事部長

工事部長

安全課長 ・資格が必要な作業における有資格者の適正配置を行う
　主任者等）を受講させる ・若年社員（1～3年）の安全管理OJTを作業所で実施する

工事部長 ・一人親方は入場時に安全教育、資格、保険、指揮命令系統の確認を行う

・社員、派遣社員、１次専門工事業者事業主に「大成設備送り出し教育」を実施する 工事部長

工事部長

安全課長

　安全衛生方針１．　　『 休業災害ゼロ 』　『不休災害10件未満』

支店長

支店長

支店長

工事部長

安全課長

安全課長

　安全衛生方針２．       安全衛生水準の向上

安全課長

工事部長

作業所（工事課長、作業所長又は現場代理人、安全衛生責任者）　実施事項

　2026年   安全衛生管理計画書 大成設備株式会社

安全目標
休業災害ゼロ

不休災害10件未満
安全衛生方針

  １．『 休業災害ゼロ 』の達成
　　  『不休災害10件未満』の達成
  ２． 安全衛生水準の向上
  ３．『 快適な職場環境 』の実現

安全スロ－ガン 「 まず確認  」

   ■  安全衛生方針に基づく重点課題と実施事項

重　点　課　題 本社・安全部　実施事項 支店（支店長、工事部長、安全課長）　実施事項 実施者
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（法第13条）

 

（法第12条）

（法第10条）

（法第13条）

（安全衛生推進者） （法第11条） *委員長：支店長 （法第19条）

（法第12条の2）

（法第12条）

　作業所長又は現場代理人

　
ゼ ネ コ ン所 長

統括安全衛生責任者

元方安全衛生管理者

　　安全衛生責任者

（安衛則第612条の2）

　　

（安衛則第12条の6） 　(法第30条）

（安衛則第612条の2） （法第60条・

　法第16条)

(法第12条の2）

　安全部長 畠 谷 正 彦 　総務部長 松　 下 　英　 孝

安 全 衛 生 管 理 体 制

本　　社
中 央総 括安 全衛 生管 理者

技術本部長 和 田 寛 幸

中 央 安 全 衛 生 委 員 会 産　　　業　　　医

　委 員 長 和 田 寛 幸 井  上  荘  太  郎

中 央 安 全 管 理 者 中 央 衛 生 管 理 者

安全衛生環境協力会連合会 衛 生 管 理 者

　会　長 今 野 貞 弘 　人事課長 佐　 藤 　　　　英

　委員長

支　　店
総 括 安 全 衛 生 管 理 者

　支店長

安 全 衛 生 環 境 協 力 会 産　　　業　　　医

　会　長

安 全 管 理 者 安 全 衛 生 委 員 会

衛 生 管 理 者

化 学 物 質 管 理 者

（安衛則第12条の5） 　工事部長

　工事課長

作　業　所

災害防止協議会

安 全 衛 生 推 進 者 （当社主催）

　（法第15条・
　　　法第15条の2)

(法第16条）

保 護 具 着 用 管 理 責 任 者 災 害 防 止 協 議 会

（ ゼ ネ コ ン 主 催 ）

熱　中　症　予　防　責　任　者

技　能　者
　・免許を受けた者　・技能講習修了者

熱　中　症　予　防　責　任　者 専 門 工 事 業 者

職 長 ・ 安 全 衛 生 責 任 者

（法第14条）

専 門 工 事 業 者

保 護 具 着 用 管 理 責 任 者

（安衛則第12条の6）

作　　　業　　　主　　　任　　　者
　・法定の作業を行う場合
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1． 重量機材(100Kg以上)の搬入・据付及び既設設備の解体・搬出作業

2．

を使う作業　　 　　　　　　　　　　　（注1）最大作業床高さ10ｍ以上高所作業車

3． 深さ２ｍ以上の掘削作業

 

1． 高所作業車を使う作業 ［10ｍ未満］（注2）最大作業床高さ10ｍ未満高所作業車

2． 回転系工具を使う作業 （ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ-、高速ｶｯﾀ-、ﾊﾝﾏ-ﾄﾞﾘﾙ等）

3． 酸素欠乏等危険場所での作業

4． 開口部、スラブ端部、天台等での作業

5． WBGT28℃以上での作業 （熱中症）

6． 可燃物に近接して行う火気作業

7． 足場の組立・解体作業 （２m以上）

8． 受変電設備の改修・各種試験及び活線近接作業

➢ 重点危険作業については、工事部長又は安全課長が審査･承認する

特に、『深さ２ｍ以上の掘削作業』は、本社安全部に作業計画書を提出し、

審査・承認を受ける　（本社・支店のダブルチェック）

➢ 危険作業については、作業所によって危険性が高いと工事部長が、

判断した作業は､工事部長又は安全課長が審査､承認する

※　作業計画書（施工要領書・作業手順書）の内容は、安全衛生責任者に 十分説明し、

　　常駐管理させると共に、関係技能者全員に周知する

※　前日の危険作業打合せでは、「専門工事業者」「危険作業立会い者(作業主任者)」と

　　「作業責任者」「作業指揮者」「監視人」の 確認を行い、指揮命令系統を明確にする

※　工事打合せによる、作業内容にあった現地KYを、確実に実施し記録に残す

※　計画書通り実施されていることを支店パトロール、場内巡視で確認する

重 点 危 険 作 業 ・ 危 険 作 業

 危 険 作 業

重 点 危 険 作 業

建設機械等(油圧ｸﾚ-ﾝ、油圧ｼｮﾍﾞﾙ、高所作業車［10ｍ以上］)（注1）

　　　下記の作業を「重点危険作業」と「危険作業」として位置づけるので、

　　　該当項目の作業を行う際は下記のル－ルを厳守すること。
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工事課長・作業所長又は現場代理人 事業主・安全衛生責任者

作業所安全衛生管理計画書の作成

の作成・周知

作業所長又は現場代理人

工種別施工計画書作成

 
作業所長又は現場代理人 事業主・安全衛生責任者

施工計画作成
（施工要領書・作業手順書）

事業主・安全衛生責任者

安全衛生責任者 安全衛生責任者

災防協・工程会議及び工事安全衛生打合せ出席

安全衛生責任者 安全衛生責任者

技能者全員

安全衛生責任者 安全衛生責任者

　※立会いの無い場合は作業中止 　※立会いの無い場合は作業中止

作業所長又は現場代理人 事業主

安全衛生責任者 安全衛生責任者

安全衛生責任者 技能者全員

重点危険作業・危険作業の基本管理フロ－

専　門　工　事　業　者
支  　    店 作  　　 業  　　 所

工事部長・安全課長

工事部長・安全課長

当　　　　　　　　　社

作業所安全衛生管理計画書の作成

工種別施工計画書作成

施工計画作成への参画
施工計画作成

（施工要領書・作業手順書）

施工計画作成
（施工要領書・作業手順書）

災防協・工程会議及び工事安全衛生打合せ出席

全
体
計
画

実
施
計
画

連
絡
調
整

作

業

日

作
業
開
始
前

作
業
前
日

施工計画（施工要領書・作業手順書）を末端作業員まで周知徹底

作業着手時期の把握

安全常会
現地作業手順ＫＹ

作業開始時立会い 作業開始時立会い

作業計画に基づき

直接指揮
作業主任者

作業の責任者

作業終了前の確認

作業修了

作業計画に基づく

巡視による点検、指示

作業計画に基づく

片付・復旧・確認

作業変更時のルールに則り作業調整を確実に実行する

巡視による点検、指示

作

業

中

作
業
後

巡

視

に

よ

る

実

施

の

確

認

と

指

導

安
全
課
長
・
工
事
部
長
（
工
事
課
長
）

作業所安全衛生管理計画書の作成

工種別施工計画書作成

作業計画書作成への参画
作業計画書作成

（施工要領書・作業手順書）

作業計画書・手順書作成
（ワンシ－ト計画書、R—14等）

施工連絡調整会議等への出席

作業計画書（施工要領書・作業手順書）を全ての技能者へ周知徹底

作業着手時期の把握

重点危険作業について
『審査・承認』を行う

安全常会・ＳＳ-５
現地作業手順ＫＹ

作業開始時立会い 作業開始時立会い

重点危険作業

危険作業

作業終了前の確認

作業終了

作業計画に基づく

巡視による点検、指示

作業計画に基づく

片付・復旧・確認・ＳＳ-５

作業変更時のルールに則り作業調整を確実に実行する

巡視による点検、指示

巡

視

に

よ

る

実

施

の

確

認

と

指

導

工
事
部
長
・
安
全
課
長

『深さ２ｍ以上の掘

削作業』は本社安全

部が審査・承認する。

（ダブルチェック）

支店安全衛生管理計画

作業所安全衛生管理計画書の作成
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[1] 自社の ① 年度毎に安全衛生管理計画を策定し、技能者全員に周知する。

安全衛生管理 ② 安全衛生責任者を選任し、安全衛生の管理を実施させる。

体制を確立する ③ 技能者の安全衛生教育を計画的に行うと共に、再下請負業者に対して

も技能者の安全衛生教育を実施させ、有資格者を配置する。

④ 事業主は「大成設備送り出し教育」を毎年受講し、技能者に年2回教育を

実施して、作業所入場の心構え及び大成ル－ルを周知する。

⑤ 職長・安全衛生責任者教育受講後5年毎に再教育を受講させる。

⑥ 社会保険（健康、年金、雇用、労災）に適正に加入する。

[2] 自社の ① 工事着手前にグリ－ンサイトを活用し、施工体制台帳、安全ファイル

安全衛生管理 （作業所安全衛生関係管理書類）を作成し、作業所に提出する。

状況を掌握する ② 技能者の雇入れ時には、定期・特殊健康診断と雇入れ時教育を行い、

作業所に入場させる時は、必ず事業主送り出し教育を実施する。

また、再下請負業者（一人親方を含む）に対しても教育（事業主送り出し教育、

大成設備送り出し教育）を行い大成ルールを周知する。

③ 高齢者や若年者、未熟練者及び健康診断の有所見者等に対する適正配置

を行う。

④ 月１回以上、自社作業所の安全衛生パトロールを実施して、作業の状況を

点検し、安全衛生責任者に適切な指示を行う。

⑤ 再下請負業者の安全衛生管理体制と就労の実態を把握し、指揮命令系統

を明確にさせる。

⑥ 一人親方に対する安全教育の徹底と指揮命令系統を明確にする。

[3] 作業所の ① 施工体制台帳、施工体系図に基づく安全衛生責任者（再下請負業者を含む）

安全衛生管理 を常駐させ、事業主の代行者として、責務（責任と義務）を確実に行わせる。

体制を確立する ② 作業前に作業と合致した作業手順書を作成し､技能者に周知する。

③ 作業場所ごとに作業を指揮する者（法定作業主任者、作業責任者）を配置

させ、権限を与え、直接指揮させる。

④ 災害防止協議会（ミニ災防協）には、再下請負業者を含め、事業主、安全

衛生責任者及び全技能者が参加する。

[4] 毎日の安全施工 ① 職長・安全衛生責任者に技能者の健康状態を把握させ、適正配置を行わせる。

サイクルを確実 ② 職長・安全衛生責任者の指揮の下、作業指揮者に作業場所での現地ＫＹ、

に実行させる ＳＳ－５を実施させる。

③ 職長・安全衛生責任者に作業場所の巡視を行わせ、不安全行動、不安全

状態を排除させる。

④ 「作業変更時のル－ル」を技能者に周知する。

[5] 快適な職場環境 ① 作業計画・作業手順【３Ｍ（ムリ、ムダ、ムラ）の排除】の改善、効率化を

作りに積極的に 提案し実践する。

取組む ② 廃棄物、騒音、振動等の発生を抑え、石綿、化学物質の適正管理に努める。

③ 技能者に対して年２回(4月・7月)の熱中症予防教育を実施し、熱中症の危険性と

予防対策を理解させる。

④ 4週8休に向けた意識の改革と作業効率アップに取り組む。

[6] 人材確保・育成に ① 技能者の処遇改善と、安心して働けるための環境整備に努める。

向けた環境整備に ② 若年技能者等の人材を育成するための環境整備に努める。

取組む ③ 人材確保のため、入職促進に向けたきめ細かな取り組みを実施する。

④ 建設キャリアアップシステムに登録し、就業履歴管理を実施する。

専門工事業者事業主の実施事項
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　 1.　施工範囲の変更 （打合せ済みの施工範囲以外への作業着手、広範囲の作業縮小）

　 2.　施工時間の変更 （打合せ済みの時間の変更）

 　3.　施工方法の変更 （工法・作業手順・使用機械類等、直接工事に関する変更）

　 4.　施工体系の変更 （作業の責任者が変わり、指揮命令系統が変わる場合）

　 5.　打合せ以外の作業 （打合せた作業以外の別の作業を行う場合）

　 6.　自然災害（大雨・大雪・強風・地震など）による変更

※作業中止・ ※元請工事担当者及び ※元請工事担当

計画の再検討 関係する安全衛生責任 者の承認を得る

者と調整会議を行う

※関係業者での ※関係業者での

計画検討修正 　調整会議

　※統括安全衛生責任者 　※統括安全衛生責任者

　　又は、元請工事担当者

　※関係安全衛生責任者

　※大成設備・安全衛生責任者

　及び、関係する安全衛生責任者

※法定作業主任者、法定作業指揮者、作業の責任者

現地作業手順ＫＹ・作業開始前の点検「SS－5」の実施

作　業　開　始　指　示

他の作業に影響を及ぼさない
軽微な変更

【重点危険作業・危険作業の場合】

変更内容の調整作業計画書の再作成

変更計画書の承認

臨時安全衛生打合せ会

自 社 技 能 者 へ の 周 知

当初の作業計画が

変 更 内 容 の 承 認

◆　元請工事担当者、大成設備・
安全衛生責任者の立会

作 業 変 更 時 の ル － ル

他の作業に影響を及ぼす
軽微な変更

作　業　変　更　と　は

作業変更は、まず『 作業の中断！ 』

「作業変更」の発生
（作業の中断）

使用できない変更

※当初の作業計画書が

使用できる程度の変更

大成設備
安全衛生責任者

専門工事業者
職長から

元請
工事担当者等から
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◇　安全衛生管理実施計画

　　　　・・・　本社が策定する

 

◇　〇〇支店　安全衛生管理計画書

　　　　・・・　支店長が策定する

◇　作業所安全衛生管理計画書

　　　　・・・　作業所長又は現場代理人が策定する

本社･支店･作業所が策定するもの

安全衛生管理

実施計画

２０□□

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

機器搬入・配管・仕上げ

３階吊り込 器具取付

２階吊り込 器具取付 試運転調整

１階吊り込 器具取付

床スリーブ

基礎スリーブ ピット内配管 外構工事（給水・排水）

① 酸欠による災害の防止 ② 可搬式作業台による災害の防止 ③

④ 高所作業車による災害の防止 ⑤ 重機による災害の防止 可能性重大性見積 評価

3 5 15 5

3 4 12 4

2 5 10 3

2 3 6 2

〔注〕 1.工期表中の重点項目には、重点項目・実施項目の番号を記入する。
年 月 日

2.工期欄は、工程順に記入する。
作業所長 印

高所作業車使用ルールの周知と徹底 作業計画書作成と始業点検の徹底

作業指揮者等指揮命令系統の明確化 作業指揮者等指揮命令系統の明確化

資格者証携帯の確認

その他（         ）

重点項目 危
険
性
又
は
有
害
性
の
特
定

作　業　区　分

立入禁止区画、表示の徹底 全員参加の現地ＫＹの徹底 ピット内作業 酸素濃度不足でピット内で倒れる 換気送風機を設置し、入場前に酸素・硫化水素濃度を必ず測定する。

有資格者と資格者証携帯の確認 作業手順の周知を徹底する 有機溶剤作業 換気が悪く有機溶剤中毒で倒れる 有機溶剤使用は、換気の良い場所または、送風機を設置する。

予 想 さ れ る 災 害 リ　ス　ク　低　減　措　置

実
 

施
 

事
 

項

ベビー・サンダー 作業開始前 その他（         ）

作
業
環
境
測
定

じ      ん      肺

実 施 年 月

特
 

殊
 

健
 

診

対  象  業  務 就労者数 実施年月

実
 

施
 

項
 

目

高所作業車作業 作業床から身を乗り出して墜落する 作業床では安全帯を使用し、身を乗り出しての作業はしない。

作業計画書作成と始業点検の徹底 立入禁止区画、表示の徹底 バックホウ作業 作業半径内に立入りバケットに激突する 立入禁止区画を設置し、監視人を配置し、グー・パー合図の確認を行う。

バックホウ 作業開始前 振   動   障   害

高所作業車

開口部養生の徹底 脚立・のび馬の使用ルールの周知 熱中症予防情報等を周知する

使
用
機
械
等
の
点
検

名        称

酸素欠乏危険作業 2017/2/15

作業開始前 特化物等（石綿） 騒音を発する屋内作業

使用機材の始業前点検の実施 有所見者に対して適性配置を行う 可搬式作業台 作業開始前 有   機   溶   剤 3 2016/12/15 暑熱・寒冷・多湿の屋内作業

毎月１日（持込調査）

送風機等を設置する

重点項目 熱中症災害の防止

③
②
⑤

③
②
⑤

①
④

④ ④
⑤

②
⑤

③
②
⑤

③
②
⑤

2017/7/10

対  象  作  業 実施年月

有資格者と資格者証携帯の確認 全員参加の現地ＫＹの徹底 水分、塩分補給の徹底を指導する 電動工具

重
点
項
目

② ② ①
④

元請災防協直後

ミニ災防協 元請災防協直後

ミニ災防協

活 動 予 定 日 程

月 2016 2017

工程 新規入場者教育 随時
安
 

全
 

衛
 

生
 

管
 

理
 

体
 

制

（
 

組
 

織
 

図
 

）

       工        期    （ 2016 年 9月   ～    2017年 11月  ）

重
点
項
目
に
関
す
る
活
動

実  施  内  容

安全大会

そ
の
他
の
日
常
活
動

毎月1日（13：00～13：3

事業主パトロール 毎月1回以上

引
渡
し

作 業 所 安 全 衛 生 管 理 計 画 書

工事の名称 安全衛生方針 リスクアセスメントを考慮した作業計画書の作成及び周知会の全員参加
工事部長 工事課長

　安全衛生責任者　氏名 安全衛生目標 作業計画書に基づいた【現地ＫＹ】の実施による労働災害ゼロの達成

協力業者
雇
用
管
理

責
任
者

安
全
衛
生

責
任
者

安
全
衛
生

推
進
者

工
事
○
○
長

○
○

○
○

工
事
部
長

○
○

○
○

支
店
長

○
○

○
○

ドロップダウンより選択

ドロップダウンより選択

ドロップダウンより選択

ドロップダウンより選択

ドロップダウンより選択
ドロップダウンより選択

　1. 「休業災害ゼロ」の達成

　　　「休業災害10件未満」の達成

　2. 安全衛生水準の向上

　3. 「快適な職場環境」の実現 　

 
作業所（工事課長、作業所長、安全衛生責任者）　実施事項

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

　１．安全衛生方針　　　　安全目標　『 休業災害ゼロ 』　

　　〔1〕 安全衛生方針及び ・「支店安全衛生管理計画書」を策定する ・支店安全衛生管理計画を基に「作業所安全衛生管理計画書」を策定し、作業所安全 ☆ ☆
　　　　        安全衛生管理計画 ・安全大会、安全推進大会を開催し安全衛生管理活動を啓蒙する（2回/年） 　衛生管理を実施する ☆ ☆

・社員、専門工事業者に「支店安全衛生管理計画書」を周知する ・専門工事業者の「作業所安全衛生管理計画書」立案を指導する ☆ ☆
　　〔2〕 安全衛生管理体制 ・安全衛生責任者を早期に任命し、現場の組織を編成させる ・作業所の安全衛生管理体制を早期に確立し、指揮命令系統を明確にする ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

・重点危険作業、危険作業の作業計画書を審査し、危険ポイントに対する指示 ・作業計画時に重点危険作業、危険作業を洗い出し、基本管理フロー図に則り「作業 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
　事項及び指揮命令系統を確認、指導する 　計画書」を作成し支店の審査・承認を受け、周知会を実施の上作業を開始する ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

　　〔3〕 施工体制台帳・安全衛生 ・施工体制台帳、安全衛生管理書類の早期作成を指導する ・作業所入場前に施工体制台帳、安全関係書類を整備し、日常の安全点検を実施する ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
　　関係書類 ・グリ－ンサイト等を活用した安全管理を推進する ・グリ－ンサイト・ワークサイト等を活用した安全管理を行い、効率化を図る ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

　　〔1〕 安全衛生教育 ・職長・安全衛生責任者教育及び再教育（5年毎）を受講させる ・職長・安全衛生責任者は教育修了した者を配置させる (1次専門工事業者以降すべて) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
・作業所長及び元請現場代理人に統括安全衛生責任者講習を受講させる ・元請工事の現場代理人は統括安全衛生責任者講習を受講していることを確認する ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
・技能講習（酸欠・硫化水素危険作業主任者、有機溶剤作業主任者、石綿作業 ・資格が必要な作業における有資格者の適正配置を行う ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

・若年社員（1～3年）の安全管理OJTを作業所で実施する ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
・一人親方に対する安全教育、資格、特別加入保険、指揮命令確認の指導を行う ・一人親方は入場時に安全教育、資格、保険、指揮命令系統の確認を行う ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

　　〔2〕 送り出し教育と新規入場者 ・作業所所員は「大成設備送り出し教育」を受講し、専門工事業者に当社ルールの指導 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
教育 　を行う

・事業主に技能者への「大成設備送り出し教育」を実施させる(2回/年、1～2月・7月) ・作業所入場時に「大成設備送り出し教育」済を確認し、未受講者は作業所で教育する ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
・新規入場者教育の実施と教育内容の充実化を指導する ・作業所に合った「新規入場者教育実施記録（S681）」を作成し、作業所の規則と安全 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

　心得及び大成設備の安全衛生、品質重要事項を周知する

・安全部フォルダの教育実施検索ファイルより、未受講がないことを確認する ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
　　〔3〕 安全パトロール ・安全パトロールを実施する（各作業所 1回/月） ・専門工事業者事業主パトロールの実施（1回/月以上）を指導する ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

・場内巡視を実施し、不安全行動、不安全状態の排除する ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
　　〔4〕 作業計画書（手順書）と ・リスクアセスメントを取り入れた作業計画書、手順書の作成及び安全対策の ・リスクアセスメントにより危険を予測し、作業におけるステップごとに急所を明確にした ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

ＫY活動 　指導を行う  手順書を作成し、関係者全員に周知する

・「現地で」、「現物を」、「現実に」 見ながら、現地を確認するKY活動を推進する ・現地KYは作業所所員が立会い、「まず確認」を合言葉に危険箇所を確認しあう ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
・慣れやマンネリによる形骸化を防止する現地KYを指導する ・現地KY時に災害事例（ビジュアルシ－ト）を活用し、危険に対する安全意識を高める ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

　　〔5〕 社内会議と災害防止協議会 ・支店会議で安全衛生に関する連絡事項、災害事例、ﾋﾔﾘﾊｯﾄ事例等を説明し、 ・支店からの伝達事項を朝礼、KY、安全打合せ等で作業所関係者に伝達する ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
　　　　・社内会議、社内研修 　安全意識を高める指導を行う ・災害防止協議会(ミニ災防協)を開催し、安全伝達事項、工程及び重点・危険作業の ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
　　　　・災害防止協議会（ミニ災防協） ・災害防止協議会(ミニ災防協)の開催を指導する (各作業所 1回/月) 　確認と現場巡視による指導を行う  (各作業所 1回/月)

　　　　・協力会会員サイト ・協力会会員サイトの推進を図り、タイムリ－な安全情報等の共有を行う

　　〔1〕 健康と環境に配慮した職場 ・過重労働防止と就労管理による作業所支援体制を強化する ・適正な工期の調整と4週8休を達成する作業所体制を実践する ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
づくり ・疲労蓄積等によるヒュ－マンエラ－防止と健康管理の徹底を図る ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

・定期健康診断の実施と有所見者に対するフォローを実施する ・専門工事者事業主に定期健診の有所見者に対する確認と適正配置を指導する ☆ ☆
・作業環境の整備（石綿・溶接ﾋｭ-ﾑ・騒音・粉じんの除去・照度の確保）を指導する ・石綿ばく露及び化学物質、アーク溶接作業による健康障害防止の徹底を図る ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
・改修、解体工事は建築物石綿含有建材調査者による事前調査を実施する ・調査結果に基づき適切に石綿ばく露防止対策を講じる ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
・支店で化学物質管理者を選任し、化学物質の取扱いに対して指導する ・化学物質のﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ記録票を活用した周知と掲示・保存の指導を行う ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

・ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄの結果、保護具の着用が必要な場合は保護具着用管理責任者を選任する ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 適時
　　〔2〕 熱中症に配慮した職場管理 ・熱中症予防準備期間（4月）に熱中症予防教育を実施する ・厚労省の熱中症予防対策ポータルサイト及び講習動画を活用して教育を行う ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

・暑さ指数（WBGT値）に応じた熱中症予防対策の実施事項を周知する ・暑さ指数に応じた作業内容・作業時間・休憩時間について適切な対応を行う ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
・熱中症の症状を感じたら速やかに病院で診察を受けることを社員・事業主に指導する ・体調不良を感じたら速やかに報告させる作業所体制をつくる ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

　　〔3〕 人材確保・育成に向けた ・専門工事業者に建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑの登録を指導する （事業者・技能者） ・専門工事業者に建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑの登録を指導する （事業者・技能者） ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
環境整備 ・技能者の就業履歴蓄積率の向上を指導する （元請・下請工事） ・作業所にカードリ－ダ－等を設置し、技能者の就業履歴を蓄積する （元請工事） ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

安　全　目　標
休業災害ゼロ

不休災害10件未満

大成設備株式会社

   ■   安全衛生方針に基づく重点課題と実施事項

実施者
年間スケジュ－ル　　☆予定　　★実施

備考

　３．快適な職場環境づくり

総括安全衛生管理者

支店長　○○ ○○

工事部長 ○○ ○○ 安全課長 ○○ ○○ 会長 ○○ ○○ 安全課長○○ ○○

現場代理人

　２．安全衛生水準の向上

重　点　課　題 支店（支店長、工事部長、安全課長）　実施事項

安全課長

現場代理人

工事部長

現場代理人

現場代理人

作業所長

現場代理人

　20□□年   ○○支店安全衛生管理計画書

工事部長

工事課長

工事課長

現場代理人

現場代理人

現場代理人

安全課長

現場代理人

工事部長

支店長

工事部長

工事課長

現場代理人

現場代理人

現場代理人

支店長

支店長

現場代理人

随時

随時

随時

工事部長

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

現場代理人

現場代理人

随時

随時

適時

随時

随時

随時

随時

随時

適時

夏季

夏季

適時

適時

適時

適時

適時

随時

・支店安全担当者は定期的に受講状況(未受講）を確認し、事業主へ指導する

　(1回/年、1～2月)

・社員、1次専門工事業者事業主に「大成設備送り出し教育」を実施する

　主任者等）を受講させる

安全衛生方針
安全衛生推進者 安全衛生環境協力会 化学物質管理者安全管理者

現場代理人

安全課長

工事課長

工事課長

支店長

工事部長

工事部長
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 Ａ.  作業所安全衛生管理計画書　・・・　着工前に、事業主・安責者が作成

Ｂ.　作業手順書

 ・・・　着工前に、事業主

　　　・安責者が作成

 Ｃ.  工事・安全衛生打合せ書（Ⅰ）

・・・　作業前日に、各社の安責者が記入連絡調整を行う

 Ｄ.  現地ＫＹ

・・・　作業当日、

　　　全員が参加し作業場所で行う

専門工事業者が作成し実施するもの

A

B

打合せ 統責者･統管者 元 管 者 担     当     者

責任者

  打合せ日　20**年 11番月 12日  週間重点安全衛生実施項目        当日の重点安全衛生実施事項

確 認 点 検 欄   天 候 晴れ

工 事 打合者 危 険 技能者数 危険予測 実施の確認 計画と実施、 是 正

担当者 業 者 名 サイン 指揮者 資  格 作 業 予定 実施 法･基準等による 良  否 確認者 施設・行動等に対する 確 認 日 確認者

混在作業調整事項、朝礼時の周知事項、行事、パトロール等 統責者・統管者巡視記録 是正処置・報告 確認者

１．   危険作業は、「危険作業」欄に業者の立合者名を記入する。   危険作業立合者は当該工事担当者、 ３．   安全衛生責任者は打合せ事項を関係技能者に周知徹底すること。

     　専門工事業者等は安全衛生責任者とする。（作業主任者、指揮者とは限らない。）

２．   打合せ責任者は統責者・統管者とするが、不在の場合は指名を受けた代理人が行い、サインする。 ４．   安全衛生指示書（別途発行）は、裏面添付とする。

新宿西口ビル新築工事

20**年11日月 13日 　木曜の予定 可搬式作業台による墜落災害の防止 酸欠による災害防止

作 業 内 容

広島 秋田工業 秋田 秋田 酸欠 秋田 地下ピット内20A～50Aの給水配管吊り込み 4

入場前に酸素濃度測定を行い入場できるか判断すること 〇

送風ダクトが外れかけているのでしっかり固定すること 11/133 給排気の送風機を設置し、空気を循環させる。 △

ねじ切り時に回転部手を巻き込まれないよう 〇広島 秋田工業 秋田 千葉 1階1工区加工場20A～50Aの給水管加工・ねじ切り 3 2

回転中は手を出さない。

広島 目黒設備 新橋 新橋 3階2工区トイレ廻り床スリーブ入れ 2

メッシュロード上を歩行すること

2 スラブ配筋上は躓き転倒防止のため 〇

1階1工区天井配管保温 2 2 可搬式台車の昇降時は手がかり棒を使用すること 〇広島 神田保温 神田 神田

・生コン車搬入第1ゲート 1階2工区PS内床スリーブ養生蓋ずれている。 養生蓋を固定しました。

・管材搬入　第2ゲート4ｔ車×1台　10：00

・4階1工区スラブ打設立入禁止

安全衛生指示・指導事項 是正指示・処置

工事・安全衛生打合せ書(Ⅰ）

安全衛生指示・指導事項 是正指示・処置

 

（是正内容 ） （点検者氏名 ）

立入禁止措置　　　開口部養生　　　高所での墜落制止用器具使用　　　　マスク　　　　保護メガネ　　　送風機　　　SDS周知　　　　酸素濃度　　　火気使用　　　その他（　　　　　 ）

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1
名

不休 ほとんどない 4・3・2・1 低い ▲ 1

● 3

休業４日未満 １～２件 9・8・6・5 やや低い ▲▲ 2

休業４～１４日 ２～３件 12・10 5

確認（サイン）
死亡災害 ５件以上 25・20 高い ●●● 5

「防げない災害はない」　「あわてない・あわてない・あわてない」
新宿中

被災の程度 発生の可能性 評価と表示記号

＊このシートは作業場所へ掲示する

休業１５日以上 ３～４件 16・15 やや高い ●● 4

秋田工業㈱ 秋田 一郎
重 大 性 可 能 性

評価点
優　先　度 担　当　者

全 作 業 員

体温測定（℃） 36.0 35.8 36.1 36.2 35.6

会社名 作業責任者 危険作業立合者
宮城　治朗

本日の体調チェック（OK等） OK OK OK OK OK

参加者サイン
（適正配置者に○印を付ける）

秋田　一郎 宮城　治朗 山形　三郎 千葉　史郎 長野　吾朗

女子 外国人
その他

（　　　　　　　　）
職長からの指示
（適正配置者に対して）

作業場所での実施事項
　　　　（該当項目に○印を記載）

適正配置者 高齢者 血圧 年少者
経験

３年未満

作業で使用する足場の点検 未使用 OK NG

4 1 長野

ヒューマンエラー防止対策 ねじ切り機の回転が止まるまでは加工中の配管に触らないこと

品質ＫＹ （作業時に品質について気をつけること） ピット内天井アンカー打設は施工要領書の支持間隔を確保すること

実
施
し
た
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト

作業
№

2 ねじ切り時に回転部（配管等）に手を巻き込まれる 4 3 12 千葉

2 バンドソーのスイッチを入れた時鋸刃で指を切る 4 2 8 2 配管の切断部に鋸刃を合わせてからスイッチを入れる 4 1

3 ねじ切り機の停止を確認してから配管を外す
（ねじ切り機回転中は手を出さない。）

4 1 4 1

5 2 秋田

1 ピット内で配管吊り込み時に酸欠で倒れる 5 2 10 3 給排気の送風機を設置し、空気を循環させる

2 10 3 入場前に酸素濃度の測定の実施し、入場できるか判断する 5 11 ピット内入場時に酸欠で転落する 5

5 1 5 2 宮城

誰が
（氏名）

（　『 ～　す　る　と　き　　～　に　な　る 』　と記載する　） 重大性 可能性 評価点 評価 （リスク低減対策） 重大性 可能性 評価点

どんな危険があるか（予想される災害） リスクの見積 危険に対して私たちはこうする 措置後のリスクの見積

評価

20A～50Aの給水配管吊り込み 送風機を設置し、ライニング鋼管の吊り込み 3 秋田　一郎

4

3

2 1工区1階加工場 20A～50Aの給水管加工・ねじ切り バンドソー、ねじ切り機を使用しての給水管の加工 2 千葉　史郎

1 1工区ピット内

Ｎo. 作　業　場　所
（　ど　こ　で　）

作　業　内　容
（　な　に　を　・・・・）

作　業　方　法
（　どのようにして　…設備・機材を使用して　）

作業
人員

作業指揮者
（作業主任者）

・酸素濃度の測定、記録を確実に行うこと
・開口部の管理を行うこと

「  ま ず 確 認  」 　   12 月　12　日   （月） 　現　地　 Ｋ　 Ｙ
    元請の安全衛生指示、指導事項

会社名
秋田工業㈱ １．重点危険作業　　　　　２．危険作業  　　　　３．その他作業 　　（該当作業に○印）

(　1次）

レ

本日のヒュ－マンエラ－

防止対策を記入する

Ｄ

C
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➢全国安全週間準備期間

➢全国安全週間

➢熱中症予防実施期間

　　重点取組期間 （7月）

 ・ 電気使用安全月間

➢全国労働衛生週間準備期間

 ・ 健康診断実施強化月間

 ・ 秋の全国交通安全運動

➢　安全衛生環境協力会役員会　：　役員・顧問にて毎月１回開催予定

➢　協力会安全衛生パトロール　　：　役員・顧問にて毎月１回実施予定

2026年  安全衛生カレンダ－

➢年末年始労働災害防止強調期間 ➢安全祈願

 ・ 年末年始パトロール強化月間

➢安全週間パトロール強化月間

➢安全推進大会

➢大成設備送り出し教育強調期間（1月～2月)

➢大成設備送り出し教育強調期間(1月～2月)

➢年度末パトロール強化月間

➢化学物質管理強調月間

➢年末年始パトロール強化月間

➢衛生週間パトロール

➢中央安全衛生委員会

➢安全祈願

➢協力会定時・互助会支部総会

➢連合会定時・互助会本部総会

 ・ 安全協議会（連合会・互助会役員）

➢連合会パトロ－ル(1)

➢年末年始労働災害防止強調期間

➢熱中症予防実施期間

➢互助会パトロ－ル

➢連合会パトロ－ル(2)

➢互助会役員会

　　　 準備期間 （4月）

➢大成設備送り出し教育強調月間

➢衛生週間パトロール強化月間

➢安全大会

 ・ 安全週間パトロール

大成設備行事予定主　要　行　事
連合会・互助会
協力会行事予定

➢安全大会

➢連合会役員会

➢建設業年度末労働災害防止強調月間

 ・ 春の全国交通安全運動

➢熱中症予防教育実施月間（1回目）

➢熱中症予防教育実施月間（2回目）

➢全国労働衛生週間

11月

12月

➢安全大会

6月

7月

8月

9月

10月

1月

2月

3月

4月

5月

➢安全大会

 ・ 安全週間パトロール

➢安全推進大会
熱
中
症
予
防
実
施
期
間
　
5
月
～

9
月
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■ 実施期間　　2026年5月1日から9月30日までとする。

　　　　　　　　   　なお、2026年4月を「準備期間」とし、2026年7月を「重点取組期間」とする。

■ 実施すべき事項

①　熱中症予防準備期間及び重点取組期間に熱中症の予防教育を実施する（4月・7月）（※1）

②　WBGT値（暑さ指数）を作業場所で測定する　・・・　WBGT値表で熱中症の危険度を確認する

③　WBGT値（暑さ指数）が28℃以上の時は、単独作業を控え、こまめな休憩を取る

　 　また、33℃以上の屋外作業は、原則として禁止とする

④　水分・塩分の摂取をする　・・・　のどが渇いていなくても、定期的に水分・塩分を取る

⑤　作業時は通気性の良い服装を着用する　・・・　屋外・密閉した室内、多湿場所では、

　　 空調服や冷却服を必ず着用する

⑥　日常の健康管理をする　・・・　熱中症にならないために生活習慣を守る

⑦　高齢者、健康診断の有所見者等は、熱中症予防を考慮し、適正な作業配置を行う

⑧　熱中症予防責任者の選任及び緊急連絡体制表の作成・掲示を行うとともに、熱中症を発症

　　 した場合の身体冷却や搬送等、適切な処置ができる体制を整える。

⑨　体調に異変を感じたら、すぐに報告する　・・・　必ず、病院で診察を受ける
【暑さ指数（WBGT値）に応じた作業基準】　［大成設備］

【WBGT値表】

 (※1） 【参考教育資料】 

　「職場における熱中症予防対策」 （動画）

https://neccyusho.mhlw.go.jp

　1.　熱中症が発生する原理と発生時の措置

　2.　熱中症予防対策として有効な対策（管理者向け）

　3.　熱中症予防対策として有効な対策（作業者向け）

　4.　WBGT指数計を用いた作業環境管理の方法について

　5.　熱中症予防対策の好事例

熱中症予防実施期間

　5/1 9/30

『 熱中症予防実施期間 』  　５月 ～ ９月

4月 5月 6月 7月 8月 9月

重点取組期間準備期間

熱中症予防実施期間 5/1 ～ 9/30

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

40 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

39 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43

38 28 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42

37 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41

36 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 39

35 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 38

34 25 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 37

33 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31 32 32 33 34 35 35 36

32 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31 31 32 33 34 34 35

31 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 33 33 34

30 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 29 30 31 32 32 33

29 21 21 22 23 24 24 25 26 26 27 28 29 29 30 31 31 32

28 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31

27 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 29 29 30

26 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29

25 18 18 19 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28

24 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27

23 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26

22 15 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25

21 15 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21 21 22 23 23 24

湿　度　（％）

気
　

温
　

（
℃

）

厳重警戒

28～31℃

警戒
WBGT値

警戒ｱﾗ-ﾄ

33℃以上

危険

31℃以上 25～28℃

注意

21～25℃

ほぼ安全

20℃以下

　［印］　 ×・・・原則として作業中止

           △・・・ 熱中症対策を講じた

         　　　　  限定作業のみ可

           〇・・・作業可 

　【注】   ②  冷却する服を着用した場合

　             推奨休憩時間は、①通常服

　             作業の半分以上とする。

屋外
作業

屋内
作業

１人
作業

1時間当りの
推奨休憩時間

屋外
作業

屋内
作業

１人
作業

1時間当りの
推奨休憩時間

21℃～25℃ 24℃～28℃ ○ ○ ○ 適宜 ○ ○ ○ 適宜注意
注意

（積極的に水分補給）

○ 15分以上 ○ ○ ○ 8分以上警戒 25℃～28℃ 28℃～31℃
警戒

（積極的に休憩）
△ ○

15分以上厳重警戒 28℃～31℃ 31℃～35℃
厳重警戒

（激しい運動は中止）
△ △ △ 30分以上 ○ ○ ○

25分以上危険 31℃以上　 35℃以上　 運動は原則中止 × △ × 45分以上 △ △ △

33℃以上 熱中症警戒アラ－ト発表 原則として作業中止

暑さ指数（WBGT値）
気温

（参考)
熱中症予防
運動指針

①通常服の着用 ②空調（冷却する）服を着用
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